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住宅用火災警報器（住警器）10年たったら交換しましょう
　住警器の設置が義務となって今年の６月で 10年になります。
　新築住宅は平成 18年６月から、既存住宅は平成 23年６月
から義務化されました。
　そろそろ住警器本体の交換時期が来ています。

　◎住警器を設置していますか？
・�全ての住宅の寝室と階段（寝室が２階以上にある場合）に必
ず設置してください。
・市内の２割の住宅でまだ設置されていません。
・台所、居間などへの設置もおすすめします。

　◎あなたの大切な「命」と「財産」を守ります！
・�火災は早期発見が重要です。特に就寝中の火災の早期発見に
は住警器が効果的です。
・�住警器を設置している場合は、設置してない場合に比べ、死
者の発生は２/３、焼損面積、損害額は概ね半減しています。
（消防庁）

　◎定期的に作動を確認しましょう！
　点検ボタンを押すか点検ひもをひっぱり、１ヶ月に１回
作動確認をしましょう。作動確認をしても住警器に反応が
なければ、本体の故障か電池切れです。住警器本体または
電池を交換しましょう。

　◎10年たったら住警器本体を交換しましょう！
　住警器本体にも寿命があります。古くなると電子部品の劣化で火災を感知しなくなる恐れがあります。
いざというときに火災を感知しなくては意味がありません。
　住警器本体は 10年を目安に交換しましょう。
お問い合わせ　消防本部予防課　予防係　　☎５１－０１２３
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住警器の効果は抜群です！
一人ひとりの防火が地域全体
の防火に繋がります！
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